
 
 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
農
業
生
産
の
基
盤
で
あ
る
農
地
は
、
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
り
、
か
つ
、
地
域
に
お
け
る
貴
重
な
資
源
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
農
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の

事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

相
続
未
登
記
農
地
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
相
続
等
に
よ
る
権
利
取
得
に
際
し
て
の
農
地
法
第
三
条
の
三
の
届
出
義
務
の
周

知
を
図
る
と
と
も
に
、
相
続
登
記
の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
相
続
未
登
記
農
地
問
題
の
抜
本
的
解
決

に
向
け
て
、
登
記
制
度
及
び
土
地
所
有
の
在
り
方
、
行
政
機
関
相
互
で
の
土
地
所
有
者
に
関
す
る
情
報
の
共
有
の
仕
組
み
等

に
つ
い
て
早
期
に
検
討
を
進
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

二 

農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
に
係
る
農
林
水
産
省
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
の
農
地
に
係
る
営
農
条
件
に
支
障
を

及
ぼ
さ
な
い
よ
う
当
該
施
設
の
規
模
等
に
つ
い
て
必
要
な
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
農
地
の
面
的
集
積
や
農
業
の
有
す
る

多
面
的
機
能
の
発
揮
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
現
場
に
お
け
る
運
用
に
当
た
り
、
混
乱
が
生
じ
な
い
よ

う
、
基
準
は
具
体
的
に
定
め
る
と
と
も
に
、
農
業
委
員
会
が
適
切
に
判
断
で
き
る
よ
う
き
め
細
か
く
方
針
を
示
す
こ
と
。
加

え
て
、
施
設
の
周
囲
や
複
数
の
施
設
を
一
体
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
広
範
囲
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
覆
う
こ
と
を
許
容

す
る
な
ど
、
法
改
正
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
運
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

底
面
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
覆
っ
た
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
の
適
正
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
農
業
委
員
会
に
よ
る

利
用
状
況
調
査
、
勧
告
等
が
適
時
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
切
な
利
用
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

速
や
か
に
必
要
な
是
正
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

四 

貸
し
出
し
た
農
地
に
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
が
設
置
さ
れ
る
農
地
の
所
有
者
に
は
、
民
法
上
の
手
続
き
、
当
該
施
設
が

利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
発
生
し
う
る
責
務
な
ど
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
が
伝
わ
る
よ
う
体
制
整
備
す
る
こ
と
。 

五 

農
業
委
員
会
が
、
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
係
る
不
確
知
共
有
者
の
探
索
や
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
に
係
る
業
務
を
円

滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
及
び
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


